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このレポートは主として情報提供を目的としたものであり、特定の会計・税務処理を勧奨するものではありません。会計上及び税務上の判断については、事前に公認会計士及び税理士、弁護士等の専門家と十分ご相談ください。本レポートを利用すること、またはその情報に依存する上で、直接、間接、状況による場合、特殊または結果的に発生する損失、ダメージ、
コスト、クレーム、要請などに対し、株式会社エスネットワークスは一切の責任を負いません。当レポート上で紹介されている第三者のウェブサイトに関しては、株式会社エスネットワークスはその情報の内容についてコントロールする立場にありません。また、一切の責任を負いません。第三者のウェブサイトの利用を推奨するものではありません。記載された意
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�金融庁金融庁金融庁金融庁、「、「、「、「内部統制報告制度内部統制報告制度内部統制報告制度内部統制報告制度にににに関関関関するするするするＱ＆Ａ」Ｑ＆Ａ」Ｑ＆Ａ」Ｑ＆Ａ」のののの改訂版改訂版改訂版改訂版をををを公表公表公表公表
3月31日、金融庁は、「内部統制報告制度に関するＱ＆Ａ」の改訂について公表しました。詳細は以下のURLより確認下さい。
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110331-11.html

無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートのののの登録登録登録登録はこちらはこちらはこちらはこちら！！！！
https://esnet.sslserve.jp/es/mailmagazine/

会計論点会計論点会計論点会計論点

ショート・コメント

追加されたQAは、財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等及び在外関連会社の評価にかかるものです。

�財務省財務省財務省財務省、、、、租税特別措置租税特別措置租税特別措置租税特別措置のののの課税関係課税関係課税関係課税関係についてについてについてについて公表公表公表公表
財務省は、租税特別措置法の適用期限延長につき、公表しました。詳細は以下のURLより確認下さい。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e.htm

税務論点税務論点税務論点税務論点

�会計士協会会計士協会会計士協会会計士協会、、、、会長通牒会長通牒会長通牒会長通牒「「「「東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震によるによるによるによる災害災害災害災害にににに関関関関するするするする監査対応監査対応監査対応監査対応についてについてについてについて」」」」及及及及びびびび「「「「東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震によるによるによるによる災害災害災害災害にににに関関関関するするするする学校法学校法学校法学校法
人監査人監査人監査人監査のののの対応対応対応対応についてについてについてについて」」」」をををを公表公表公表公表

3月30日、会計士協会は、会長通牒「東北地方太平洋沖地震による災害に関する監査対応について」及び「東北地方太平洋沖地震による災害
に関する学校法人監査の対応について」を公表しました。詳細は以下のURLより確認下さい。

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1490.html

監査論点監査論点監査論点監査論点

ショート・コメント

災害損失の範囲の基本的な考え方等示されております。

ショート・コメント

2011年3月31日に適用期限が到来する租税特別措置については、その適用期限が2011年6月30日まで延長されました。


